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これ知っとる!? 市 政 出 前 講 座 を 実 施 し て い ま す

問商工観光課 ☎７３－６６３２
これ知っとる!? 九州オルレ南島原フォトコンテスト開催中

グランプリは韓国往復航空券！

問 こども未来課　☎７３－６６５２
問 生涯学習課 ☎73－6703　FAX85ｰ2767 　　　　　
Ｅメール: gakushuu@city.minamishimabara.lg.jp

家庭教育支援
「わくわく広場」

　子育てに役立つ講座を開催します。
　お母さん１人でも、子ども連れでも大丈夫です。
【共通事項】
対中学生までの子どもがいる保護者
も３日前までに電話などで申し込んでください。
①お母さんへの読み語り
と11月10日㈮　午後２時～３時
ば有家図書館
●講師…図書館職員、家庭教育支援員
②おしゃべり交流会「上手なほめ方しかり方」
と11月17日㈮　午後２時～３時
ばありえコレジヨホール
●講師…MFPファシリテーター
③ママのための美姿勢・肩こり改善タイ式ヨガ
と11月24日㈮　午後２時～３時
ばありえコレジヨホール
●講師…門畑 悦子 氏
●準備品…飲み物、動きやすい服装、バスタオル（ヨ
ガマット可）

「人が、産業が、まちが元気になる雇用創出事業」
企画提案型事業募集

問 商工観光課 ☎７３－６６３２

　市では、地域の実情や創意工夫に基づき、市内の雇用の機会を創出する「人が、産業が、まちが元気になる
雇用創出基金事業」を実施します。事業者の皆さんから「新規雇用につながる事業」を募集し、採択された事業を
市の委託事業として実施しますので、奮ってご応募ください。

　平成30年４月以降に開始する事業
■ 事業開始時期

　市が委託費として支払う額の上限は１,０００万円
■ 事　業　費

　市内に事業所を有し、市税の滞納がないこと
■ 応 募 資 格

　11月21日㈫
■ 応 募 締 切

　委託事業のための人件費（賃金、諸手当、社会保険料
の事業主負担分など）、その他の経費（機械・機器の
レンタル料、リース料、事務所賃料、消耗品代など）

■ 対 象 経 費

問 学校教育課 ☎７３－６７０２

　第11回「北村西望賞教育美術展」と「古野賞科学
技術展」を開催します。
　両展は、「平和祈念像」の制作者で南島原市名誉市
民の故北村西望氏と、同じく名誉市民の「世界初の魚
群探知機の実用化」で有名な古野清賢氏、故古野清孝
氏の功績を称え、本市小・中学校の美術教育と科学技
術教育の振興を目的に開催しています。
　皆さんお誘い合わせの上、市内小・中学生の個性あ
ふれる作品を、ぜひ御鑑賞ください。

と11月17日㈮～19日㈰　午前９時～午後５時
ば南有馬体育館
●展示品…市内小・中学校の児童生徒による美術・科学
技術作品

北村西望賞教育美術展・
古野賞科学技術展

問 農林課 ☎７３ｰ６６６１

ジャガイモ・葉たばこの病気を防ぎましょう

　ジャガイモ塊茎えそ病・黄斑え
そ病被害を防ぐため、５つのこと
に注意しましょう。
　家庭菜園での自家種使用は、発
病・被害拡大の原因となります。
家庭菜園する人も種イモの更新に
ついては、ご協力をお願いします。

1
種イモの更新

3
適正な農薬散布

4
畑を見回る

5
畑に残ったジャガイモを拾う

2
ジャガイモと葉たばこ畑が
100m離れている

かいけい おうはん

＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所

ひとり親家庭等（母子・父子）福祉医療費の
更新手続きについて

　ひとり親家庭等福祉医療費受給者証の更新手続きを行います。更新の手続
きをしないと、受給できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
※現在の受給者には、個別に通知します。

●福祉医療費自己負担金
・１医療機関ごと、１日につき８００円
　（月上限１,６００円）
※院外処方薬局での負担金は全額助成されます。

●その他の福祉医療費助成制度
・乳幼児福祉医療費
・こども(＊1)福祉医療費
・寡婦等(＊2)福祉医療費
・障害者福祉医療費
＊1 小中学生で認定申請をした人
＊2 配偶者のいない60歳代の女性で、扶養義務者と　
生計を同一にしない人
※「福祉医療費」や「児童扶養手当」の受給手続きに関す
ることなど、制度の詳細は、お問い合わせください。

●手続期間

　11月13日㈪～24日㈮
ば各支所、市民サービス課、こども未来課

●ひとり親家庭等福祉医療費とは
　ひとり親家庭などで18歳未満の児童を扶養している
母または父と扶養されている18歳未満の児童を対象
にした福祉医療費制度（所得要件あり）。医療機関で
受診した場合などの一部負担金が、次に掲げる福祉医
療費自己負担金を超えた場合に、超えた額を助成しま
す。
※支給申請の手続きが必要です。


